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· 調査結果の利用上の留意事項
　　本調査結果を利用する際の留意事項については、以下のとおりである。
１．産業廃棄物の種類の区分について
本報告書では、排出から最終処分までの各段階における産業廃棄物の種類別の数量は、その排出時の産業廃棄物の種類ごとに取りまとめた。

２．単位と数値に関する処理
（１）単位に関する表示
本報告書では、図表の単位は「万ｔ／年」「ｔ／年」又は「万トン」のいずれかで表示し、文章中は、「１年間当たり」を略して「万トン」「トン」で記述する。
（２）報告書における数値の処理
本文に記載されている千トン表示及び構成比（％）の数値は、四捨五入の関係で合計値と個々の数値の計が一致しない場合がある。
なお、本文の図表及び巻末統計表の空欄は該当値がないものであり、「0」表示は、5,000トン未満である。



大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理の状況（令和６年度）

[bookmark: _Toc67249847]概要
令和６年度に大阪府域において排出された産業廃棄物は1,336万トン、再生利用量は416万トン、最終処分量は37万トンであった。令和元年度に対して、排出量は21万トン、再生利用量は24万トン、最終処分量は3万トンそれぞれ減少している。
令和６年度における再生利用率（再生利用量の排出量に対する比）は31.1％であり、令和元年度の32.4％から1.3ポイント減少している。また、最終処分率は2.8％であり、令和元年度の2.9％から0.1ポイント減少している。
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図 １ 排出量及び再生利用量等の推移


[bookmark: _Toc67249848]排出の状況
排出量1,336万トンを業種別にみると、電気・水道業が758万トン（排出量の56.7％）で最も多く、続いて、建設業が334万トン（同25.0％）、製造業が211万トン（同15.8％）の順となっており、この３業種で全体の97.5％を占めている。令和元年度と比較すると、電気・水道業は６万トン増加し、建設業は33万トン減少している。
産業廃棄物の排出量を種類別にみると、汚泥が967万トン（排出量の72.4％）で最も多く、続いて、がれき類が193万トン（同14.4％）、廃プラスチック類が27万トン（同2.0％）、鉱さいが25万トン（同1.9％）、混合廃棄物が21万トン（同1.6％）の順となっており、この５種類で全体の92.3％を占めている。令和元年度と比較すると、汚泥は37万トン増加し、がれき類は38万トン減少している。
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図 ２ 業種別の排出量　　　　　　　　　　　図 ３ 種類別の排出量

表 １ 産業廃棄物の排出量（業種別・種類別）
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[bookmark: _Toc67249849]
処理の状況
処理状況の概要
令和６年度の処理状況をみると、排出量1,336万トンのうち、再生利用量は416万トン（排出量の31.1％）、中間処理による減量化量は883万トン(同66.1％)、最終処分量は37万トン（同2.8％）となっている。
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図 ４ 発生・排出及び処理の状況

再生利用の状況
令和６年度における産業廃棄物の再生利用量を業種別にみると、建設業が最も多く303万トン（再生利用量の72.9％）、続いて製造業が89万トン（同21.3％）の順となっており、この２業種で再生利用量全体の94.2％を占めている。
再生利用量を産業廃棄物の種類別にみると、がれき類が188万トン（同45.3％）で最も多く、続いて、汚泥が105万トン（同25.2％）、鉱さいが24万トン（同5.7％）、廃プラスチック類が18万トン（同4.2％）の順となっており、この４種類で再生利用量全体の80.4％を占めている。令和元年度の再生利用量と比較すると、汚泥は14万トン増加しているが、がれき類は37万トン減少している。
また、排出量が10万トン以上ある産業廃棄物で、再生利用率が高いのは、がれき類（再生利用率98％）、金属くず（同94％）、鉱さい（同94％）、木くず（同94％）、ガラスくず等（同89％）となっている。なお、再生利用率の低い汚泥や廃酸は脱水や焼却等による減量化される割合が高いため、最終処分率も低い。
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図 ５ 業種別の再生利用量　　　　　　　図 ６ 種類別の再生利用量

[image: ]
図 ７ 種類別の再生利用率・減量化率・最終処分率（排出量が10万トン以上のもの）

表 ２ 産業廃棄物の再生利用量（業種別・種類別）
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最終処分の状況
令和６年度の産業廃棄物の最終処分量を業種別にみると、建設業が最も多く16万トン（最終処分量の44.2％）、続いて、製造業が13万トン（同36.3％）、電気・水道業が４万トン（同9.6％）の順となっており、この３業種で最終処分量全体の90.1％を占めている。
また、産業廃棄物の種類別にみると、汚泥が13万トン（同34.7％）で最も多く、続いて、混合廃棄物が７万トン（同20.1％）、廃プラスチック類が５万トン（同12.5％）、がれき類が４万トン（同12.1％）、ガラスくず等が２万トン（同5.5％）、鉱さいが２万トン（同4.3％）の順となっており、この６種類で最終処分量全体の89.2％を占めている。
令和元年度の最終処分量と比較すると、業種別では、製造業が４万トン減少し、電気・水道業が２万トン増加している。また、産業廃棄物の種類別では、汚泥が３万トン増加し、廃プラスチック類が２万トン減少している。
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図 ８ 業種別の最終処分量　　　　　　　　　　　図 ９ 種類別の最終処分量


表 ３ 産業廃棄物の最終処分量（業種別・種類別）
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広域処理の状況
排出事業者における産業廃棄物の中間処理の委託量は473万トンであり、このうち、府内で処理された量は388万トン（委託中間処理量の82.0％）、府外で処理された量は85万トン（同18.0％）となっている。府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が65万トンで最も多く（府外処理量の76.2％）、続いて、東海地域が８万トン（同9.5％）、中国地域が６万トン（同7.2％）の順となっている。
また、排出事業者における最終処分の委託量は12万トンであり、このうち府内で処理された量は８万トン（委託直接最終処分量の67.5％）、府外で処理された量は４万トン（同32.5％）となっている。府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が３万トンで最も多く、府外処理量の64.9％を占めている。
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図 10 地域別の委託中間処理量　　　　         　図 11 地域別の委託直接最終処分量



[bookmark: _Toc67249850]廃プラスチック類
今回の調査では、廃プラスチック類についてマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの状況や、焼却処理で発生するエネルギーの利用方法についても調査を行った。

業種別排出量
[image: ]令和６年度における廃プラスチック類の排出量は27万トンであり、業種別では、製造業からの排出量が14万トン（排出量の52.4％）で最も多く、続いて、建設業からの排出量が３万トン（同12.9％）の順となっており、この２業種で全体の65.3％を占めている。











図 12 廃プラスチック類の排出量（業種別）














処理の状況
再生利用方法別にみると、ケミカルリサイクルが0.5万トン、マテリアルリサイクルが8.0万トン、燃料化（サーマルリサイクル）が9.1万トンとなっている。焼却処理で発生するエネルギーを発電や熱利用しているのが2.2万トンとなっており、単純焼却の3.6万トンより少なくなっている。
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図 13 廃プラスチック類の処理状況



[bookmark: _Toc67249851]特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性等の有害特性を有するため、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物」として指定されている特別管理産業廃棄物の排出及び処理の状況は、次のとおりである。

業種別排出量
令和６年度における特別管理産業廃棄物の排出量は16.8万トンであり、業種別では製造業からの排出量が12.6万トン（排出量の74.9％）で最も多く、続いて医療・福祉からの排出量が3.7万トン（同22.2％）の順となっており、製造業と医療・福祉での２業種で全体の97.1％を占めている。
製造業における産業中分類別では、鉄鋼が5.5万トンで全体の32.5％と最も多く、続いて化学が3.4万トン（排出量の20.3％）、石油・石炭が1.8万トン（同10.7％）、金属製品が0.8万トン（排出量の4.6％）、電子部品が0.2万トン（同1.4％）の順となっている。
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図 14 特別管理産業廃棄物の排出量（業種別）


種類別排出量
排出量を特別管理産業廃棄物の種類別にみると、感染性廃棄物が3.8万トン（排出量の22.9％）で最も多く、続いて、ばいじん（有害）が3.5万トン（排出量の20.9％）、廃酸（pH2.0以下）が3.2万トン（同18.9％）、廃油（引火性）が3.0万トン（同17.8％）の順となっている。
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図 15 特別管理産業廃棄物の排出量（種類別）


処理の状況
特別管理産業廃棄物の排出量16.8万トンのほとんどが中間処理され、7.2万トンが再生利用されている。
再生利用量を種類別にみると、ばいじん（有害）が3.5万トン（再生利用量の48.1％）で最も多く、続いて、廃酸（pH2.0以下）が1.8万トン（同24.8％）、廃油（引火性）が1.0万トン（同13.6％）の順となっている。
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図 16 特別管理産業廃棄物の再生利用量（種類別）

　広域処理の状況
特別管理産業廃棄物の委託処理量は15.3万トンであり、委託先の地域別にみると、府内で処理された量は7.7万トン（委託処理量の50.4％）、府外で処理された量は7.6万トン（同49.6％）となっている。
[image: ]府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が最も多く2.8万トン（同18.3％）で、続いて、四国地域が2.0万トン（同12.9％）の順となっている。











図 17 特別管理産業廃棄物の委託処理量（地域別）

大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理状況の将来推計

令和12年度及び令和17年度における産業廃棄物等の発生量は、令和６年度の排出・処理状況に関する実態調査により得られた業種別・種類別の発生原単位に活動量指標の将来推計値を乗ずること等によって推計した。
産業廃棄物の処理方法や中間処理における残さ率等については、令和６年度と同一として再生利用量や最終処分量などを算出した。
令和17年度の排出量は1,337万トン、再生利用量は427万トン、最終処分量は37万トンと推計した。令和６年度に対して、排出量は１万トン、再生利用量は11万トン、それぞれ増加すると推計した。
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図18　排出量及び再生利用量等の将来推計値



















【 資　料 ： 統　計　表】
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（単位：万ｔ/年）

　　　　　　　　　業種

種類

合計 農業 鉱業 建設業 製造業

電気・

水道業

情報

通信業

運輸業

卸・小売

業

医療・福

祉

サービス

業

その他の

業種※

合計 1,336 3 2 334 211 758 0 4 8 7 1 9

燃え殻 1 0 1 0 0 0

汚泥 967 2 102 101 758 0 0 1 0 0 2

廃油 14 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1

廃酸 13 0 13 0 0 0 0 0 0

廃アルカリ 7 0 7 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック類 27 0 3 14 0 0 1 3 3 0 2

紙くず 4 1 2 0

木くず 16 8 5 0 0 2 0 0 0 0

繊維くず 0 0 0

動植物性残さ 3 3

動物系固形不要物

ゴムくず 0 0 0 0 0 0 0

金属くず 15 0 5 8 0 0 0 1 0 0 1

ガラスくず等 18 10 7 0 0 0 0 0 0 0

鉱さい 25 0 25

がれき類 193 190 3 0 0 0 0 0 0

動物のふん尿 3 3

動物の死体 0 0

ばいじん 4 4 0

水銀廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

混合廃棄物 21 0 13 3 0 0 1 1 0 0 2

感染性廃棄物 4 0 0 0 0 0 4 0

廃石綿等 0 0 0 0 0 0

※「その他の業種」は、物品賃貸業、学術研究・専門サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業の合計値である。

※万トン単位で四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しないことがある。
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（単位：万ｔ/年）

　　　　　　　　　業種

種類
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情報

通信業

運輸業

卸・小売

業

医療・福

祉

サービス

業

その他の

業種※

合計 416 3 1 303 89 6 0 3 5 1 0 5

燃え殻 1 0 1 0 0 0

汚泥 105 1 86 12 6 0 0 0 0 0 0

廃油 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

廃酸 3 0 2 0 0 0 0 0 0

廃アルカリ 1 0 1 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック類 18 0 2 10 0 0 1 3 1 0 1

紙くず 3 1 2 0

木くず 15 8 5 0 2 0 0 0 0

繊維くず 0 0 0

動植物性残さ 2 2
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ゴムくず 0 0 0 0 0 0

金属くず 14 0 4 8 0 0 0 1 0 0 1

ガラスくず等 16 9 6 0 0 0 0 0 0 0

鉱さい 24 0 24

がれき類 188 185 3 0 0 0 0 0

動物のふん尿 3 3
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ばいじん 4 4

水銀廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

混合廃棄物 12 7 2 0 0 1 1 0 0 1

感染性廃棄物 0 0 0 0 0 0 0

廃石綿等 0 0 0

※「その他の業種」は、物品賃貸業、学術研究・専門サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業の合計値である。

※万トン単位で四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しないことがある。
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（単位：万ｔ/年）

　　　　　　　　　業種

種類

合計 農業 鉱業 建設業 製造業

電気・水

道業

情報通信

業

運輸業

卸・小売

業

医療・福

祉

サービス

業

その他の

業種※

合計 37 0 0 16 13 4 0 1 1 1 0 1

燃え殻 0 0 0 0 0

汚泥 13 3 6 3 0 0 0 0 0 0

廃油 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃酸 1 0 1 0 0 0 0 0 0

廃アルカリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

廃プラスチック類 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0

紙くず 0 0 0

木くず 1 0 0 0 0 0 0 0 0

繊維くず 0 0 0

動植物性残さ 0 0

動物系固形不要物

ゴムくず 0 0 0 0 0

金属くず 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ガラスくず等 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

鉱さい 2 0 2

がれき類 4 4 0 0 0 0 0 0

動物のふん尿

動物の死体 0 0

ばいじん 0 0 0

水銀廃棄物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

混合廃棄物 7 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0

感染性廃棄物 0 0 0 0 0 0

廃石綿等 0 0 0 0 0 0

※「その他の業種」は、物品賃貸業、学術研究・専門サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業の合計値である。

※万トン単位で四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しないことがある。
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